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主 文

１ 原判決のうち平成１４年（受）第１３５９号上告人

敗訴部分を破棄する。

２ 第１審判決のうち平成１４年（受）第１３５９号上

告人敗訴部分を取り消す。

３ 平成１４年（受）第１３５９号被上告人らの前項の

部分に関する請求及び原審における請求の拡張部分

を棄却する。

４ 第１項の部分に関する平成１４年（受）第１３５９

号被上告人Ｘ の控訴を棄却する。１

５ 平成１４年（受）第１３５８号上告人らの上告をい

ずれも棄却する。

６ 訴訟の総費用は平成１４年（受）第１３５８号上告

人・同第１３５９号被上告人らの負担とする。

理 由

第１ 事案の概要

１ 原審の適法に確定した事実関係の概要は，次のとおりである。

(1) 平成１４年（受）第１３５８号被上告人・同第１３５９号上告人（以下

「第１審被告」という。）は，非鉄金属部品の製造，販売等を業とする株式会社で

あり，従業員は約３２００人である。

(2) 第１審被告は，昭和４８年以降，団体定期保険（いわゆるＡグループ保

険。以下同じ。）契約を締結するようになり，下記(5)の従業員らの死亡当時，
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Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ及びＩ（商号はいずれも当時。以下「本件各生命

保険会社」という。）との間で，それぞれ，保険契約者兼保険金受取人を第１審被

告，被保険者を第１審被告の従業員全員とする団体定期保険契約（以下「本件各保

険契約」という。）を締結していた。

(3) 本件各保険契約には商法６７４条１項所定の被保険者の同意が要求される

ところ，第１審被告は，その従業員によって組織される労働組合であるＪの執行部

役員に対し，労働協約に基づく従業員への給付制度の財源対策として，従業員全員

を被保険者とし第１審被告を保険金受取人とする団体定期保険に加入するという程

度の説明を，口頭で簡単にしたことにより，被保険者となる従業員全員の同意に代

えていた。そして，第１審被告も，上記労働組合も，その従業員，組合員に対し，

本件各保険契約を周知させる措置を執ったことはなく，同労働組合の執行部役員の

経験者を除いて，第１審被告の従業員のほとんどの者は，本件各保険契約の存在さ

え知らず，自らがその被保険者となっていることの認識もなかった。

(4) 団体定期保険の運用については，かねてから，保険契約の存在や保険金支

払の事実を従業員又はその遺族に知らせなかったり，保険会社から資金の貸付けを

受ける見返りとして，従業員が死亡しても保険金を請求しないなどの不適切な事例

がみられたことから，当時の監督官庁である大蔵省は，生命保険各社に対し，団体

定期保険の本来の趣旨に沿った運用を行うことを徹底するよう行政指導を行ってき

た。これを受けて，生命保険各社は，平成４年３月以降，保険契約者に対し，福利

厚生制度のうちいかなる給付制度との関係で契約を申し込むものか申込書等に明示

するよう求めて契約の趣旨を明らかにさせるとともに，保険契約者との間で協定書

等を取り交わすことにより，保険金の全部又は一部を社内規定に基づいて遺族に支
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払う金員に充当することを確約させるという取扱いを実施するようになった。これ

以後，第１審被告においても，団体定期保険の主たる目的が，受領した保険金を従

業員に対する福利厚生制度に基づく給付に充てることにあり，保険金の全部又は一

部を社内規定に基づく給付に充当すべきことを認識するに至った。もっとも，第１

審被告が団体定期保険契約を締結した主な動機は，生命保険各社との関係を良好に

保つことで，設備資金等の長期借入金の融資を受けやすくすることを意図したもの

であり，これを従業員の福利厚生のために役立てるなどして有効に活用しようとす

る意識に欠け，受領した配当金及び保険金は，これを漫然と保険料の支払に充当す

るにすぎなかった。

なお，第１審被告が，毎年度，本件各保険契約に基づいて受領する配当金及び保

険金の総額は，本件各生命保険会社に支払う保険料の総額の７５～９０％程度にす

ぎず，その収支は常に赤字であった。

(5) 平成１４年（受）第１３５８号上告人・同第１３５９号被上告人（以下

「第１審原告」という。）らは，死亡当時第１審被告の従業員であった下記３名の

それぞれの妻であり，夫の死亡により，本訴請求（その内容は後記２のとおり。）

に係る地位を単独で相続した。その死亡保険金及び社内規定に基づく死亡時給付金

の支払状況は，以下のとおりである。

ア Ｋ（第１審原告Ｘ 関係）１

同人は平成６年６月１３日に脳こうそくにより死亡した（当時５４歳）。第１審

被告は，本件各保険契約に基づく同人の死亡保険金として，本件各生命保険会社か

ら計６１２０万円を受領する一方，社内規定に基づき，第１審原告Ｘ に対し，退１

職金１０９３万４０００円，葬祭料６５万６０００円，慶弔金５万円，以上合計１
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１６４万円を支払った。

イ Ｌ（第１審原告Ｘ 関係）２

同人は平成６年７月１０日にすい臓がんにより死亡した（当時５１歳）。第１審

被告は，本件各保険契約に基づく同人の死亡保険金として，本件各生命保険会社か

ら計６１２０万円を受領する一方，社内規定に基づき，第１審原告Ｘ に対し，退２

職金１１９６万４０００円，葬祭料８７万１０００円，慶弔金５万円，以上合計１

２８８万５０００円を支払った。

ウ Ｍ（第１審原告Ｘ 関係）３

同人は平成６年１２月２１日に肝臓がんにより死亡した（当時５２歳）。第１審

被告は，本件各保険契約に基づく同人の死亡保険金として，本件各生命保険会社か

ら計６０９０万円を受領する一方，社内規定に基づき，第１審原告Ｘ に対し，退３

職金７３６万８０００円，葬祭料７１万５０００円，慶弔金５万円，遺児福祉年金

７５万円，以上合計８８８万３０００円を支払った。

２ 本件は，第１審原告らが，第１審被告に対し，それぞれの夫の死亡により支

払われた保険金の全額に相当する金員の支払を求める事案である。第１審原告ら

は，その根拠として，①第１審被告は，本件各保険契約に基づく死亡保険金が支払

われた場合には，その全部又は相当部分を死亡従業員の遺族に支払う旨の明示又は

黙示の合意をした，②第１審被告は，労働契約に付随する信義則上の義務として，

本件各保険契約に基づいて支払を受けた保険金を被保険者の遺族に支払う義務があ

るなどと主張する。

第２ 平成１４年（受）第１３５９号上告代理人宮島康弘，同富田純司，同布施

謙吉の上告受理申立て理由について
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１ 原審は，次のとおり判断して，第１審被告に対し，第１審原告Ｘ に１８３１

６万円，同Ｘ に１７１１万５０００円，同Ｘ に２１１１万７０００円及びこれら２ ３

に対する遅延損害金の支払を命ずる限度で，第１審原告らの請求を認容した。

(1) 団体定期保険の主たる目的は，保険契約者である企業において，その受領

した保険金を従業員に対する福利厚生制度に基づく給付に充てることにあり，保険

契約者がその本来の目的と異なる目的又は方法で団体定期保険契約を利用すること

は，公序良俗に違反するものとして許されないと解すべきである。そして，公序良

俗に違反しないというためには，従業員の死亡保険金を受領した企業が，保険金の

全部又は一部，少なくとも，死亡時給付金として社会的に相当な金額に満つるまで

の額を，遺族補償として支払う必要がある。

(2) 前記のとおり，平成４年３月以降，保険契約者は，団体定期保険の締結に

当たり，契約申込書等に契約の趣旨として福利厚生制度との関連を明示するととも

に，保険会社との間で協定書等を取り交わすことにより，団体定期保険契約の目的

を明確にし，保険金の全部又は一部を社内規定に基づいて遺族等に支払う給付に充

当することを確約する取扱いとなっていた。これは，保険契約者が，保険会社との

間で，上記(1)の額を被保険者の遺族に対する給付として充当することを合意した

趣旨であると解するのが相当である。そして，この保険会社と保険契約者との間の

合意は，第三者である被保険者のためにする契約に当たるものであり，被保険者又

はその遺族が受益の意思表示をしたときは，保険契約者に対する給付請求権を取得

することとなる。

(3) 本件における第１審被告と本件各生命保険会社との間においても，第１審

被告が，本件各保険契約に基づいて受領した保険金の全部又はそのうち少なくとも
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死亡時給付金として社会的に相当な金額に満つるまでの額を，遺族補償として支払

う旨の合意（第三者のためにする契約）が成立したというべきであり，かつ，この

合意は，社内規定に基づく給付額が遺族補償として支払うべき上記金額を下回ると

きは，第１審被告がその差額分を保険金から支払うとの内容を含むものと解される

（以下，この合意を「本件合意」という。）。そして，第１審被告が第１審原告ら

に支払うべき死亡時給付金として社会的に相当な金額は，本件に現れた一切の事情

を総合考慮すると，それぞれ３０００万円を下回るものではないと認められる。そ

うすると，第１審被告は，３０００万円から既払の退職金等の額（前記第１の１

(5)）を控除した金額を，第１審原告らそれぞれに支払うべき義務がある。

(4) 信義則に基づく請求など，本件合意以外の根拠に基づく第１審原告らの請

求は，いずれも理由がない。

２ しかしながら，原審の上記判断のうち(4)は是認することができるが，その

余の部分は是認することができない。その理由は，次のとおりである。

(1) 団体定期保険契約は，他人の死亡により保険金の支払を行うものであると

ころ，このような他人を被保険者とする生命保険は，保険金目当ての犯罪を誘発し

たり，いわゆる賭博保険として用いられるなどの危険性があることから，商法は，

これを防止する方策として，被保険者の同意を要求することとする（６７４条１

項）一方，損害保険における６３０条，６３１条のように，金銭的に評価の可能な

被保険利益の存在を要求するとか，保険金額が被保険利益の価額を超過することを

許さないといった観点からの規制は採用していない。

本件で，第１審被告が，被保険者である各従業員の死亡につき６０００万円を超

える高額の保険を掛けながら，社内規定に基づく退職金等として第１審原告らに実
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際に支払われたのは各１０００万円前後にとどまること，第１審被告は，生命保険

各社との関係を良好に保つことを主な動機として団体定期保険を締結し，受領した

配当金及び保険金を保険料の支払に充当するということを漫然と繰り返していたに

すぎないことは，前記のとおりであり，このような運用が，従業員の福利厚生の拡

充を図ることを目的とする団体定期保険の趣旨から逸脱したものであることは明ら

かである。しかし，他人の生命の保険については，被保険者の同意を求めることで

その適正な運用を図ることとし，保険金額に見合う被保険利益の裏付けを要求する

ような規制を採用していない立法政策が採られていることにも照らすと，死亡時給

付金として第１審被告から遺族に対して支払われた金額が，本件各保険契約に基づ

く保険金の額の一部にとどまっていても，被保険者の同意があることが前提である

以上，そのことから直ちに本件各保険契約の公序良俗違反をいうことは相当でな

く，本件で，他にこの公序良俗違反を基礎付けるに足りる事情は見当たらない。原

審の上記判断は，その立論の前提を欠くというべきである。

(2) また，第１審被告が，団体定期保険の本来の目的に照らし，保険金の全部

又は一部を社内規定に基づく給付に充当すべきことを認識し，そのことを本件各生

命保険会社に確約していたからといって，このことは，社内規定に基づく給付額を

超えて死亡時給付金を遺族等に支払うことを約したなどと認めるべき根拠となるも

のではなく，他に本件合意の成立を推認すべき事情は見当たらない。むしろ，第１

審被告は，死亡従業員の遺族に支払うべき死亡時給付金が社内規定に基づく給付額

の範囲内にとどまることは当然のことと考え，そのような取扱いに終始していたこ

とが明らかであり，このような本件の事実関係の下で，第１審被告が，社内規定に

基づく給付額を超えて，受領した保険金の全部又は一部を遺族に支払うことを，明
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示的にはもとより，黙示的にも合意したと認めることはできないというべきであ

る。原審は，合理的な根拠に基づくことなく，むしろその認定を妨げるべき事情が

認められるにもかかわらず，本件合意の成立を認めたものであり，その認定判断は

経験則に反するものといわざるを得ない。このような合意を根拠とする第１審原告

らの請求は理由がない。

３ 以上によれば，第１審原告らの請求を一部認容すべきものとした原審の判断

には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり，原判決のうち第１審

被告敗訴部分は破棄を免れない。第１審被告の論旨は理由がある。

第３ 平成１４年（受）第１３５８号上告代理人山本博ほかの上告受理申立て理

由について

上告受理申立て理由第１から第３までは，第１審被告が受領した保険金の全部又

は一部を死亡従業員の遺族に支払うべき義務があることを前提に，その支払義務の

範囲を論ずるものであるが，そのような支払義務を認めることのできないことは上

記のとおりである。論旨は前提を欠くものとして採用することができない。

上告受理申立て理由第４は，信義則に基づく請求を認めなかった原審の判断の法

令違反をいうものであるが，この点の原審の判断は正当として是認することがで

き，原判決に所論の違法はない。論旨は理由がない。

第４ 結論

以上のとおりであるから，第１審被告の上告に基づき，原判決のうち第１審被告

敗訴部分を破棄し，第１審判決のうち第１審被告敗訴部分を取り消し，同部分に関

する第１審原告らの請求及び第１審原告らの原審における請求の拡張部分をいずれ

も棄却するとともに，第１審原告Ｘ の控訴（原審で第１審原告Ｘ の認容額を増額１ １
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する変更がされた部分に係る控訴）を棄却し，第１審原告らの上告については，こ

れを棄却することとする。

よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。なお，裁判官上田豊

三，同藤田宙靖の各補足意見がある。

裁判官上田豊三の補足意見は，次のとおりである。

私は，法廷意見に賛成するものであるが，本件のような団体定期保険の運用にお

ける根元的な問題点について，付言しておきたい。

第１審被告における本件各保険契約の運用が従業員の福利厚生の拡充を図ること

を目的とする団体定期保険の趣旨から逸脱したものといわざるを得ないことは，法

廷意見で述べたとおりであるところ，以下に述べるとおり，その根元的な問題点

は，商法６７４条１項が要求する被保険者の同意の欠如にあったというべきであ

る。

すなわち，第１審被告は，Ｊの執行部役員に対し，団体定期保険に加入するとい

う説明を口頭で簡単にしたことにより，被保険者となる従業員全員の同意に代えて

いたというのであるが，集団的な処理を特徴とする団体定期保険の特質等を考慮に

入れたとしても，従業員に代わって同意をする権限が具体的に授与されているわけ

でもない労働組合の同意をもって，被保険者の同意を要求する同項の要件が充足さ

れたものと認めることはできない。もっとも，この同意は黙示の同意でも足りると

解されるところ，各従業員を被保険者とする団体定期保険に加入しているとの事実

が全従業員に十分周知されており，かつ，各従業員の自由な意思により被保険者の

地位から個別に離脱することが認められているような場合であれば，そのような離

脱の申出がないことをもって黙示の同意があったものと認める余地はあると解され
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るが，本件においては，労働組合の執行部役員の経験者を除いて，第１審被告の従

業員のほとんどの者は，本件各保険契約の存在さえ知らず，自らがその被保険者と

なっていることの認識もなかったというのであるから，およそ黙示の同意を認め得

るような状況にはなかったことが明らかである。そうすると，本件各保険契約は，

被保険者の同意を欠くものとして，無効であったというべきである。第１審原告ら

の本訴請求は，本件各保険契約が有効に成立したことを前提に，それに基づいて支

払われた保険金の全部又は一部の分配を求める趣旨と解されるから，第１審原告ら

の請求は，この前提を欠くという点においても理由がないといわざるを得ない。

裁判官藤田宙靖の補足意見は，次のとおりである。

私は，裁判官上田豊三の補足意見に同調すると共に，第１審原告らの本件合意に

基づく請求は理由が無いとの結論に至った理由等を補足して説明しておくこととし

たい。

本件で問題となっている団体定期保険も，保険契約である以上，保険金を受け取

る権利を有するのは契約上の受取人であり，それ以外の者が，この契約を根拠とし

て，保険会社ないし受取人に対し保険金の全部又は一部の支払を請求する権利を有

するものではないことは，本来自明の理である。それにもかかわらず，本件訴訟を

含め，団体定期保険の被保険者とされた死亡従業員の遺族が原告となり，企業に対

し，保険金の全部又は一部の支払を求める訴訟が数多く提起され，またこのような

請求を認容する判決が少なからず出されているのは，従業員の死亡を契機として企

業が利得をしているということに対する反感と同時に，実際，過去において，企業

が，従業員の福利厚生の拡充に用いるとの名目で団体定期保険契約を締結しておき

ながら，受け取った保険金につき必ずしもその趣旨に適った運用をせず，時には，
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保険契約締結の事実を被保険者らに知らせることもせず，また，遺族に対する給付

に充当することもなく，専ら企業の事業費に充てていた，といった事例すら出現す

るところとなったという事実が存在するからである。本件の場合にも，原審の認定

するところによれば，第１審被告における本件各保険契約の運用実態が，従業員の

福利厚生の拡充を図ることを目的とする団体定期保険の趣旨から逸脱したものであ

ったことは，法廷意見が述べる通りであって，原審の判断は，こうした実態を踏ま

えて，上記の保険契約理論から当然に導かれる筈の結果を如何様にしてか避け，第

１審被告に支払われた保険金につき，第１審被告と第１審原告らとの間で相応の分

配を行おうとした苦心の理論構成と見ることができ，その意図するところは理解で

きないではない。しかしながら，第１審原告らの主張するような団体定期保険の目

的・制度趣旨に最大限の配慮をしたとしても，当事者の意思を離れて保険契約の内

容を決定してしまうような解釈を正当化することはできないのであって，本件にお

いて，社内規定に基づく給付額を超えて死亡時保険金を遺族に支払うことまでを内

容とする本件合意なるものが成立していたとする認定判断に，理論上乗り越えるこ

とのできない難点があることは，法廷意見において説示した通りである。仮に，当

事者の意思の内容とは無関係にこれを認めようとするのであれば，私法上の契約法

理を離れ，団体定期保険とは強制的な契機を備えた一種の公保険であるとでも理解

する他無いと思われるが，いうまでもなく，特別の立法的な手当ても無い現行法の

下で，このような解釈を採ることはできない。

しかし他面，上記の結論は，本件において，第１審被告が上記のような団体定期

保険の運用に基づいて受領した保険金を保持すること自体を正当と認めることと

は，別問題であることをも指摘しておきたい。すなわち，本件の場合，本件各保険
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契約は，商法６７４条１項が要求する被保険者の同意を欠くものとして無効であっ

たと解されるところであり（その理由については，裁判官上田豊三の補足意見を援

用する），本来，第１審被告が本件各保険契約に基づいて保険金の支払を受けるこ

とができたかどうかについては，重大な疑問が存在するからである。本件訴訟で

は，現に支払われた保険金の帰属ないし分配という枠組みでの攻撃防御が展開され

た関係で，こうした論点は表に登場していないが，実質上，上記に見たように，企

業が団体定期保険によって利得することの当否が争われているという面も否定し難

いため，敢えて付言する次第である。

(裁判長裁判官 藤田宙靖 裁判官 濱田邦夫 裁判官 上田豊三 裁判官

堀籠幸男)


